
 幼稚園・保育園、保護者の皆様へ  

～次年度に就学を迎える幼児の就学先の決定や入学までの流れ～ 

○入学後の在籍変更について 

入学後もお子さんの発達の程度、適応の状況、学校の環境等を踏まえ在籍を変更することがあります。そ

の場合、上記の流れに沿って面接検査を行い、在籍を変更することがお子さんにとって適切と判断され、保

護者・本人の意向を確認したうえで、次年度から在籍を変更します。学校とよく相談して、お子さんの望ま

しい学びの場について考えてください。 

時期 幼稚園・保育園等 釧路市教育委員会 

５月上旬   

◆提出締切 

８月 1６日(金)〆 

  

9 月下旬～ 

11 月上旬 

  

10 月上旬～10

月下旬 

  

11 月下旬   

12 月中旬   

3 月上旬   

【基本調査の実施】 

教育委員会から幼稚園・保育園あ

てに調査報告書等の提出を依頼 

【調査報告書等の提出】 

在籍園と保護者で話し合い、特別

支援学級入級（判定が出た場合）

も想定した双方合意のもと各園か

ら調査報告書等の必要書類を教育

委員会へ提出 

【面接・検査の実施】 

○教育委員会から在籍園、保護者

へ面接・検査の実施日を通知 

○成長や発達の状態を理解し、持

っている力を十分に伸ばすため

に必要な支援について検査 

【教育支援委員会での審議】 

児童生徒への最も適切な学びの場

について、教育支援委員会で審議 

【面接・検査の結果通知】 

○保護者へ結果を通知 

※結果に対する保護者の考えを教

育委員会に伝えていただき、就

学先が決定 

【就学時健康診断】 

就学時健康診断については、学校教育係（電話：23-5186）へ問合せ 

 

【入学する学校の指定等】 

学校教育係から「入学通知書」を保護者へ送付 

※特別支援学校の場合は北海道教育委員会から送付 

就学先を決めるにあたり、事前に

学校見学が可能です。希望する場

合は、保護者から学校に直接連絡

を取り、日程調整してください。 


